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１ 連邦最高裁でのアンディーウォーホル美術財団の敗訴 

SLN 175 号で、アンディーウォーホル美術財団（以下「ウォーホル財団」という。）と

写真家リン・ゴールドスミス（以下「ゴールドスミス」という。）の著作権侵害訴訟の

アメリカ連邦最高裁判決12を紹介した。 
アメリカ連邦最高裁は、7 対 2 で、アンディーウォーホルがゴールドスミスの撮影し

たプリンスの写真（下図左）を利用して描いたプリンス肖像画（下図右：オレンジプリ

ンス）を雑誌（プリンス追悼号）の表紙で利用することを（ゴールドスミスの承諾なく）

ウォーホル財団がコンデナスト社に対し、10,000 ドルのロイヤルティで許諾した行為に

ついてフェアユースの成立を否定した。 

  
最高裁判決図 2 より 最高裁判決図 3 より 

ウォーホル財団は、オレンジプリンスが写真とは異なる意味またはメッセージを有し

「変容的(transformative)」であり、フェアユースであると主張していたが、連邦最高裁

（法廷意見）は、Campbell v. Acuff-Rose 連邦最高裁判決3に照らし、著作権法 107 条の

「第 1 要素は、侵害と主張される利用が現著作物と異なる目的または性質を有している

か否かに焦点を当てなければならない」、そして、「それが異なっている程度と、その行

為が営利目的を有するかなど他の考慮要素と比較衡量しなければならず」4、「新たな表

現は、複製行為が全く異なった目的または性質を有するものか否かの判断材料にはなる

が、（表現が新たなものであるというだけでは足りず）それ以上の内容がなければ 
(without more)、第 1 要素の判断において（フェアユースを肯定する）決定的な要素とは

ならない」と述べ、オレンジプリンスが「変容的」であるとのウォーホル財団の主張を

否定した。そして、「本件でゴールドスミスの著作権を侵害すると主張されている行為

は、ウォーホル財団によるコンデナストに対するオレンジプリンスの利用許諾である。

プリンスに関する雑誌記事でプリンスの容姿を表すために利用される肖像であるとい

う点で、ゴールドスミスの写真とウォーホル財団のオレンジプリンスは実質的に同じ目

的を持つ。さらに、その複製は商業目的である。仮に連邦地裁が判断したとおりオレン

ジプリンスがゴールドスミスの写真に新しい表現を付け加えているとしても、本件で侵

害と主張される利用（プリンス追悼号への利用許諾行為）に関する限り、本法廷は、第

1 要素はゴールドスミスに有利であるという第 2 巡回区控訴裁判所の判断を支持する」
5と判示した。 
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